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 これまでの主な取り組みと成果                   

地域ケアの推進については、「地域ケアネットワーク・井の頭」に
おいて、地域生活支援サービス（通称「ちょこっとサービス支えあ
い」）や相談サロンの充実に努めるとともに、今後の事業展開に向
けてのワークショップを開催し、今までの活動の課題、問題点を整
理し、検討を行いました。新川中原地区では、平成20年７月５日に
「地域ケアネットワーク・新川中原」が設立されるとともに、地域の生
活課題や福祉課題等の解決に向けた具体的な事業の取り組みに
ついて、４つの活動方針を決め、分科会が設置されました。西部地
域では、３回の地域懇談会を開催し、地域の生活課題や各団体の
活動状況等についての意見交換を行うとともに、学習会、ワークシ
ョップなどを開催することにより、地域ケアネットワークへの理解を深
め、平成21年２月14日に「地域ケアネットワーク・にしみたか」を設
立しました。今後の具体的な事業展開に向けて、運営委員会等を
開催していきます。 

傾聴ボランティアについては、平成18年度から３か年で、100余
名の登録ボランティアを確保し、現在、施設や在宅高齢者へのボ
ランティア活動を行っています。また、平成20年度からは、認知症
キャラバンメイトの養成講座を開催し、認知症への正しい理解の
促進を図り、認知症患者を地域で支えていくため、認知症サポー
ター養成講座も開催してきています。現在、300余名のサポーター
を創出してきていますが、今後さらに啓発活動を行っていきます。 

バリアフリーの推進については、約300件の公共施設や公共性
のある建物などを対象にトイレ、エレベーター、スロープ設置など
の施設情報を提供する情報サイト「みたかバリアフリーガイド お
でかけ情報」をＮＰＯ、関係団体等との協働で構築し、平成20年
度には、歯科を含む医療機関情報を追加しました。 

また、利用者本位のサービス提供システム、福祉サービスの質
の向上を目的として取り組んでいる第三者評価受審及び受審事
業者の支援は、高齢者、保育園、障がい者施設等について、継
続して実施しました。評価結果については、｢とうきょうと福祉ナビ
ゲーション｣において公表されることの周知と評価結果の閲覧を行
いました。 

 未達成の課題                             
 福祉サービスの総合的な相談体制の整備と情報提供について、
より身近な場での相談窓口の設置、苦情・相談体制の整備などに
ついて検討と見直しが必要です。 
 障がい者等が差別を受けることがないよう、人権や障がいについ
ての理解を深めるための交流や教育などの事業に取り組み、地域
社会の中での「心のバリアフリー」を目指すことが必要です。 

● 施策の評価～平成 20 年度を振り返っての評価 

地域福祉の推進 

希望と安心にみちた健康・福祉のまちをつくる 
主な担当課：健康福祉部地域福祉課 

第５部 
第１ 

これからの地域福祉の推進においては、引き続き地域ケア拠点の機能やシステムの検討・整備を行うとともに、
地域ケア推進事業への取り組みをさらに進めていきます。また、すべての人がいきいきと暮らせるバリアフリーの
まちづくりを目指して、都市施設のバリアフリー化を推進するとともに、すべての人が差別を受けることがないよう、
心のバリアフリー啓発事業についても取り組みの充実・拡大を図ります。 

この他、高齢者、障がい者等が利用しやすい移動手段の確保や入居支援・居住継続支援事業の推進、また、
福祉の自己評価システムの検討、第三者評価事業の推進・支援など福祉サービスの質の確保へ向けた施策に
ついても引き続き推進します。 

● 施策の展開～施策の評価を踏まえた今後の取り組み方向 

福祉ボランティアの参加者数 
（協働指標） 

計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
１７，０００人 

前期実績値（平成 15 年） １５，６８２人 

平成 17 年度達成値 １６，４７４人 

中期実績値（平成 18 年） １７，７６５人 

平成 19 年度達成値 １８，２０８人 

平成 20 年度達成値 １７，９２４人 

目標値（平成 22 年） ２０，０００人 

 
 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  

福祉ボランティアの参加者数
（協働指標）
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福祉活動を行う団体数 
（協働指標） 

計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
― 

前期実績値（平成 15 年） ４３団体 

平成 17 年度達成値 ５７団体 

中期実績値（平成 18 年） ６７団体 

平成 19 年度達成値 ７２団体 

平成 20 年度達成値 ７６団体 

目標値（平成 22 年） ７５団体 

 
 

福祉ボランティアの参加人数についてはボランティアセンター利用状況の実績から出しています。近年はボランティ

ア団体の活動の場や活動の内容の多様化が進んでおり、福祉施設側で独自にボランティアを確保し事業運営を行っ

ているところもあります。また、福祉活動を行う団体数については、社会福祉協議会でボランティアセンター登録団体

にＮＰＯ等を含めたことにより団体数が拡大しています。 
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高齢者福祉の充実 

希望と安心にみちた健康・福祉のまちをつくる 

主な担当課：健康福祉部高齢者支援室 

第５部 
第２ 

第四期介護保険事業計画に基づき、介護保険施設の整備や介護サービスの充実等を図っていきます。 

また、災害時要援護者支援モデル事業では、３つのモデル地区で引き続き「災害時要援護者支援台帳」に

基づく「福祉・災害時支援マップ」の作成等に取り組むとともに、事業の検証や全市的な取り組みの方策を検

討していきます。 

● 施策の展開～施策の評価を踏まえた今後の取り組み方向 

 これまでの主な取り組みと成果                

第四期介護保険事業計画（平成 21 年度～23 年度）は、検討

市民会議の開催、パブリックコメントの実施、まちづくり懇談会の

開催など市民の意見聴取を行いながら策定しました。 

介護予防の特定高齢者把握事業では、今年度より開始された

特定健康診査の実施に伴い、郵送による把握を実施しました。

65 歳以上の高齢者（要介護・要支援者を除く）26,812 人にチェッ

クリストを送付し、21,008 人から回答を得ました（返送率 78.4％）。

また、特定高齢者候補者5,489人に生活機能検査の受診表を送

付しました。 

新たな事業として地域包括支援センターと協働し特定高齢者

の啓発事業である「予防でグー」を実施し、体力測定、健康相談

を行うとともに、介護予防についての理解を深め、事業に繋げて

いきました。介護予防事業の参加者は対象高齢者の 3.2％、868

人となり、当初の目標値（750 人）を上回りました。 

平成 20 年７月に、改訂版「三鷹市介護サービス事業者ガイド

ブック」を発行しました。また、ホームページの「三鷹市介護事業

者情報提供システム」では、最新の情報の提供に努めました。 

「福祉サービス第三者評価」受審促進のため、市内グループ

ホーム３か所及び小規模多機能型施設１か所について助成しま

した。 

地域ケア推進事業では、地域ケア事業を全市的に進める拠

点として検討してきた、新川地区での特別養護老人ホームを中

心とした地域ケア拠点の整備が動き出しました。 

「災害時要援護者支援モデル事業」では、高齢者等の災害時

要援護者を支援する地域サポートシステムを確立するため、モ

デル地区に選定した井の頭玉川町会のほか、東野会及び井之

頭町会において、災害時要援護者支援台帳と福祉・災害時支

援マップ等の作成作業を進めるとともに、支援者確保に努めまし

た。 

 未達成の課題                          

介護保険施設等の基盤整備については、第四期介護保険事

業計画で見込まれたサービス量等に配慮しながら、地域密着型

施設の積極的誘致を図るとともに、民間サービス事業者の参入

を促し、サービスの充実に努めます。 

地域ケア推進事業の全市展開と災害時要援護者支援モデル

事業における支援者の確保に努めます。 

● 施策の評価～平成 20 年度を振り返っての評価 
 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  

高齢者の社会活動マッチング推進事業へ

の参加者数        （行政指標） 
計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
― 

前期実績値（平成 15 年） ３８２人 

平成 17 年度達成値 ７５８人 

中期実績値（平成 18 年） １，０６２人 

平成 19 年度達成値 １，２８８人 

平成 20 年度達成値 １，５９５人 

目標値（平成 22 年） ２，０００人 

 

 
給食サービス実施件数（ボランティア

による実施を含む）    （協働指標） 

計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
― 

前期実績値（平成 15 年） ５３，５１６食 

平成 17 年度達成値 ６４，４７７食 

中期実績値（平成 18 年） ６２，８２５食 

平成 19 年度達成値 ５７，８０１食 

平成 20 年度達成値 ５５，３４８食 

目標値（平成 22 年） ８５，０００食 

 
 

高齢者の社会活動マッチング推進事
業参加者数　（行政指標）
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社会活動マッチング推進事業は、「三鷹いきいきプラス」事務局の開局日の拡充を図ったことなどにより、登録会員数

は着実に伸びています。また、講演会や講習会を実施するなど、引き続き内容の充実に努めていきます。給食サービス

については、ボランティアの確保や調理施設の充実などの課題に取り組んでいきます。 
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障がい者福祉の充実 

希望と安心にみちた健康・福祉のまちをつくる 

主な担当課：健康福祉部地域福祉課 

第５部 
第３ 

● 施策の評価～平成 20 年度を振り返っての評価 

 これまでの主な取り組みと成果                
市の障がい者施策の進捗状況を検証・評価するとともに、

障がい者の自立支援の推進を図ることを目的とし、地域の

障がい福祉に関するシステム作りに関し中核的な役割を果

たす定期的な協議の場として、平成19年度に幅広い分野の

委員により構成された障がい者地域自立支援協議会を設

置しました。 

平成20年度には平成21～23年度を計画期間とする「第２

期障がい福祉計画」を策定しました。これは障がい当事者を

含む25人からなる検討市民会議を設置して検討したもの

で、自立支援協議会からの意見やパブリックコメントによる意

見も取り入れた計画となりました。 

また、障害者自立支援法の円滑な運営とサービス水準の

維持を図るため、利用者や事業者に対して、負担軽減など

の支援策も継続して実施するほか、日中活動の場への支

援、就労支援も就労支援センターを中心に着実に実施しま

した。さらに市内の授産施設等で働く障がい者の工賃アップ

を図るため「障がい者施設等自主製品開発・販売ネットワー

ク事業」（アンテナショップ）を開設しました。 

一方、障がい者の地域での生活を支援する事業は、引き

続き「障がい者用トイレ」を「オストメイト対応トイレ」として平成

20年度は３か所改修・整備するとともに、バリアフリー・マップ

のウェブサイトを構築し、公共施設等のバリアフリー対応状

況など施設情報の提供を平成20年２月より開始し、平成20

年度には医療機関情報を充実するとともに情報を公募する

など、障がい者等の移動及び外出支援に取り組んでいま

す。 

高齢者や障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らして

いく上で重要となる住まいの問題については、入居支援・居

住継続支援を平成19年度より開始し、保証会社の紹介や入

居後の見守り支援などを実施しています。 

北野ハピネスセンターについては、重度心身障がい者な

ど利用当事者のニーズに対応するためセンター事業の検証

と今後のあり方についてまとめた報告書を作成しました。 

未達成の課題                       

障がい者の自立を支援するために生活、福祉、就労、教

育等の総合的な個別自立支援計画の作成と、その実施支

援体制のさらなる整備が求められています。 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  

公共施設等でのエレベーター・
だれでもトイレ等の設置数

（行政指標）
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既存の「障がい者トイレ」を「だれでもトイレ」

として、改修・整備を進めています。車いす使

用者、高齢者、妊婦、乳幼児を連れた人、オ

ストメイトなど、だれでもが利用することができ

るようになります。 

今後も、多数の人が利用する施設につい

て、福祉のまちづくり要綱等に基づいた指

導、要請及び誘導を行うとともに、市も率先し

た取り組みを進めます。 

公共施設等でのエレベーター・だれでも
トイレ等の設置数     （行政指標） 

計画策定時の状況 

（平成 12 年） 

エレベーター39 か所 
トイレ 65 か所 

前期実績値 

（平成 15 年） 

エレベーター46 か所 
トイレ 77 か所 

平成 17 年度達成値 
エレベーター50 か所 

トイレ 90 か所 

中期実績値 

（平成 18 年） 

エレベーター55 か所 
トイレ 91 か所 

平成 19 年度達成値 
エレベーター55 か所 

トイレ 95 か所 

平成 20 年度達成値 
エレベーター55 か所 

トイレ 98 か所 

目標値（平成 22 年） 増 設 

 
 

平成20年度に策定した第２期障がい福祉計画について、障がい者地域自立支援協議会と協働で各施策の実

現等を図り推進していきます。 

医療面での対応につながらないため、地域生活で困難な状況にある認知症高齢者や精神障がい者等の本

人・家族に対し、医療的専門性を持った立場からアプローチする仕組みを確立します。 

また、市内公共施設等のバリアフリー対応状況を掲載したウェブサイト「みたかバリアフリーガイド」に、新たに携

帯電話用サイトを作成して運用を開始するとともに、市内の福祉団体に貸出している福祉バスを、車いすを固定

設置できる車両に変更しバリアフリーのまちづくりを進めます。 

平成 20 年度に開始したホームヘルパーやガイドヘルパーの養成講座を拡充し、地域で安心して暮らしていく

ための更なる施策の充実を図ります。 

● 施策の展開～施策の評価を踏まえた今後の取り組み方向 

●：トイレ 

◆：エレベーター 
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生活支援の充実 

希望と安心にみちた健康・福祉のまちをつくる 
主な担当課：市民部保険課・健康福祉部生活福祉課 

第５部 
第４ 

● 施策の評価～平成 20 年度を振り返っての評価 

 これまでの主な取り組みと成果                

平成 21 年３月末の生活保護受給世帯数は 2,168 世帯で

ゆるやかな増加傾向が続いています。平成 20 年度は「就

労支援プログラム実施要綱」に基づき、前年度に引き続き

被保護者への就労支援事業に取り組みました。ハローワー

クとの連携を一層進め、就労相談・指導を行い、54 名の就

労を実現し、自立助長を図ることができました。 

国民年金は、急激な少子高齢社会の到来による財政悪

化に伴い制度に対する国民の不安が高まりました。そのよ

うな中で市民課の年金窓口では、専任嘱託員２名を配置

し、市民からの問い合わせや専門的な相談に応じました。

また、年金制度の改善・充実を図るため、全国都市国民年

金協議会や東京都国民年金協議会等を通じて国への充

実要請を引き続き行いました。 

 国民健康保険においては、医療改革により市が実施主

体であった「基本健康診査」から各医療保険者が実施主体

となり、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目し

た「特定健康診査」に変わりました。特定健康診査項目が

従前の診査項目より減少したため、市独自で健診項目を追

加し、今までの健診項目のレベルを維持することとしまし

た。 

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)による「後期高齢

者健康診査」においても同様の健診項目として「基本健康

診査」のレベルを維持しました。 

 

未達成の課題                        

各医療保険者が実施主体である特定健康診査について、 

「三鷹市特定健康診査等実施計画」で定めた毎年度の実施

目標率の達成に向け、着実な事業推進に努めていきます。 

就労支援事業による就労者数（行政指標） 

計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
― 

前期実績値（平成 15 年） ― 

平成 17 年度達成値 ５５人 

中期実績値（平成 18 年） １２０人 

平成 19 年度達成値 １８０人 

平成 20 年度達成値 ２３４人 

目標値（平成 22 年） ３００人 

 
 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  

今後も引き続き保護世帯の状況の把握に努め、保護の適正実施と実施体制の充実を図り、既に実施している

保護受給者の就労支援事業などとあわせ、自立支援プログラムを導入し自立促進を図ります。 

国民健康保険については、収納率の高い 75 歳以上の被保険者が長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移行し

たため低下した保険税の収納率の向上及び医療費の適正化に努め、その他一般会計繰入金を縮減し、財政の健全

化を目指します。 

 平成 20 年４月に創設された長寿医療制度(後期高齢者医療制度)については、保険料の徴収など、市で行う事務事

業を着実に実施していきます。 

国民年金については、窓口相談業務のスキル等の更なる向上と国への年金制度改善・充実の要望を引き続

き図っていきます。 

 

● 施策の展開～施策の評価を踏まえた今後の取り組み方向 

就労支援事業による就労者数
（行政指標）
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保護受給者の自立助長を図るため、平成

17 年度から就労支援員を雇用し、就労支援

事業に取り組んでいます。専門性を持った就

労支援員を配置することにより、ハローワーク

など関係機関との連携が強化され、毎年着実

な就労実績を挙げています。 



 52 

 
 

 

 

 
 

 これまでの主な取り組みと成果                   

平成 20 年度は前年に続き、第２回目の「2008 年三鷹市健康

づくりウォーキング大会」を実施しました。ＪＡむさしに加え、新た

に医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会、体育指導委員協

議会、助産師会の参加を得ることができ、健康相談等のコーナ

ーを設置しました。参加者も前年を 50％も上回る 639 人となり、

大会を通して運動や栄養の大切さの周知に努めました。 

また、新規事業として４つのコミュニティ・センターで就学前児

と保護者を対象に親子料理教室を実施し食育の推進を図りまし

た。 

平成 20 年度からこれまでの基本健康診査にかわり保険者が

実施する特定健康診査、後期高齢者健康診査を開始しました。

三鷹市では、特定健診の検査項目にがん検診の一環とした胸部

X 線（平成 20 年度 22,600 人受診）、便潜血検査（平成 20 年度

22,600 人受診）等の市の独自項目を加えて健診を実施し、これ

までの基本健康診査のレベルの維持を図りました。特定健康診

査の受診率は 46.6％であり、当初の目標値（平成 20 年度 45％）

を達成しました。なお、保健指導については６か月の期間をかけ

て行いますので、いまだ継続実施中の方もあり、最終的な達成

率は出ていません。 

さらに全国的な麻しんの流行に対し、国の「麻しん排除計画」

によりワクチンの２回接種が、５年間の事業として始まりました。中

学１年生に３期、高校３年生相当年齢者に４期の接種を行いまし

た。また、調布市に加え、新たに杉並区との協定による小児の予

防接種を開始し接種機会の拡充を図りました。 

母子保健事業では、安心して子どもを出産できるよう母体や胎

児の健康確保、少子化対策の充実及び経済的負担の軽減を図

るため、妊婦健康診査疾病の公費一部負担の回数を２回から５

回に拡充しました。 

未達成の課題                          

新たに麻しん予防接種３期、４期がはじまりました。流行によ

る社会的な混乱を避けるためにも、保護者、学校、東京都等と

の連携し接種率の向上に努めていきます。 

● 施策の評価～平成 20 年度を振り返っての評価 

健康づくりの推進 

希望と安心にみちた健康・福祉のまちをつくる 
主な担当課：健康福祉部健康推進課 

第５部 
第５ 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  

特定健康診査の実施率及び 

特定保健指導の実施率（行政指標） 
計画策定時の状況 

（平成 12 年） 

健康
診査 

保健
指導 

― ― 
前期実績値（平成 15 年） ― ― 

平成 17 年度達成値 ― ― 
中期実績値（平成 18 年） ― ― 

平成 19 年度達成値 ― ― 

平成 20 年度達成値 46.6％ ― 

目標値（平成 22 年） 52％ 33％ 
※保健指導は健診後６か月の期間を要するた
め、指導率の確定は平成21年10月の予定です 

 

健康づくり事業への参加者数は平成 22 年度目標を達成していま

す。これは各コミュニティ・センターでの活動にあわせて、第２回ウォ

ーキング大会を全市的に実施し、医師会、歯科医師会、薬剤師会をは

じめとする多くの団体の参加者を得たことによります。また、平成 20 年

度から特定健康診査が開始されましたが、健診受診率は当初目標

の 45％を超えることができました。がん検診については、引き続き受

診者数の拡大に努めていきます。 

健康づくり事業参加者数
（行政指標）
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各種がん検診受診者数（行政指標） 

計画策定時の状況 
（平成 12 年） 

― 

前期実績値（平成 15 年） ― 
平成 17 年度達成値 ７，９８４人 

中期実績値（平成 18 年） ７，９３６人 
平成 19 年度達成値 １０，０１５人 

平成 20 年度達成値 ９，４２８人 

目標値（平成 22 年） １７，５００人 
※上記人数のほか、1,234 人（平成 20 年度）が胃
がん検診（個別）を受診しています。 
 

健康づくり事業への参加者数 

（行政指標） 
計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
７，５２２人 

前期実績値（平成 15 年） ５，２６４人 
平成 17 年度達成値 ８，７０９人 

中期実績値（平成 18 年） ６，８６５人 
平成 19 年度達成値 ９，３９７人 

平成 20 年度達成値 １０，３００人 

目標値（平成 22 年） １０，０００人 

 
 

健康づくり目標の達成に向けて、平成 21 年度からは住民協議会や関連団体と連携して「三鷹市健康づくりウォー
キング大会」を定例的に実施し、健康づくりにとって運動や栄養の大切さを広め、日常の生活にいかしていけるよう努
めます。また、就学前児と保護者を対象とした親子料理教室を全コミュニティ・センターで実施できるよう努めていきま
す。がん検診、眼科検診の充実を図り疾病の早期発見、早期治療を目指していきます。さらに、麻しんの予防接種３
期（中学１年生）、４期（高校３年生相当者）の接種率向上に努めるとともに、武蔵野市、世田谷区と協定を締結
し、それぞれの実施医療機関での予防接種の接種を可能とすることで、市民の利便性の向上と接種機会の拡大
を図ります。妊婦健康診査の公的負担の回数増に努めていきます。 

● 施策の展開～施策の評価を踏まえた今後の取り組み方向 
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子どもの人権の尊重 

いきいきと子どもが輝く教育・子育て支援のまちをつくる 
主な担当課：健康福祉部子育て支援室・教育委員会指導室 

第６部 
第１ 

● 施策の評価～平成 20 年度を振り返っての評価 

 これまでの主な取り組みと成果                    

子どもたちが未来に向けて夢や希望を持ち、明るく、楽しく、元
気よく、心身ともにすこやかに成長していくことができるよう、子ども
と大人の共通目標として「三鷹子ども憲章」を平成20年６月に制定
しました。常に携帯できるカードを作成し、市内の小・中学校の全
児童・生徒に配布するとともにポスターを作成することで、多くの人
の目に触れる機会を創出しました。 

一方、学務課に総合教育相談窓口が設置されてから３年目を迎え、児
童・生徒の家庭環境等に働きかけるスクールソーシャルワーカーを新た
に配置するとともに教育相談、就学相談、こころとからだの発達相談、スク
ールカウンセラー、学習指導員、巡回発達相談、メンタルフレンド等の来
所相談・派遣事業を実施することにより、各事業が連携して一人ひとりの
子どもや保護者のニーズにあった支援を推進することができました。 

また、いじめ問題については「三鷹市いじめ問題対策会議」の提言を
受けて、市教育委員会で「すべての児童・生徒を見守り 卒業まで見
届ける 安心と信頼のある学校の実現－いじめ問題への対応指導
資料－」を作成しました。これに基づき各学校では、いじめ問題対
策指針を作成し、「いじめは、どのような理由があっても絶対に許さ
ない」という毅然とした態度を貫き、いじめの未然防止、早期発見、早
期対応の取り組みを学校、家庭、地域が連携して推進しました。 

子ども家庭支援センターのびのびひろばでは、「三鷹市子ども虐待防
止対応マニュアル」等を平成21年３月に作成しました。今後、地域の子
育て力の向上と子どもの相談に関する総合的連携機関である「三鷹市子
ども家庭支援ネットワーク」を中心として有効活用し、虐待の早期発見に
努めるとともに相談事業の一層の連携充実を図っていきます。また、虐
待予防のために、母親のメンタルヘルスに焦点をあてた臨床心理士等
によるグループセラピー、保健師によるグループワークを母親の状況に
応じ実践しました。さらに子育てワークショップでは、より予防的に親が孤
立せず地域で支えあっていく関係づくりを支援しました。 
未達成の課題                             

「三鷹子ども憲章」については、大人に対する啓発も重要ですが、ま
ずは子どもたちに対する浸透が重要と考え、「見る」、「考える」、「行
動する」という三段階の普及・浸透を図る必要があります。 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  

いじめの発生件数     （協働指標） 
計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
小学校１２件 
中学校１４件 

前期実績値（平成 15 年） 
小学校 ０件 
中学校 ３件 

平成 17 年度達成値 
小学校 １件 
中学校 １件 

中期実績値（平成 18 年） 
小学校 ９件 
中学校１０件 

平成 19 年度達成値 
小学校 ４件 
中学校 ８件 

目標値（平成 22 年） 
減少 
減少 

 
 「病気等」を理由としない長期欠席（30

日以上）者数        （協働指標） 
計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
小学校４０人 
中学校８０人 

前期実績値（平成 15 年） 
小学校２７人 
中学校８０人 

平成 17 年度達成値 
小学校１６人 
中学校７１人 

中期実績値（平成 18 年） 
小学校１２人 
中学校４７人 

平成 19 年度達成値 
小学校 ５人 
中学校４４人 

目標値（平成 22 年） 
減少 
減少 

 
 子ども家庭支援センターの利用者数 （行政指標） 

計画策定時の状況 
（平成 12 年） 

４２，０１１人 

前期実績値（平成 15 年） ６３，４４５人 

平成 17 年度達成値   ７４，５０３人 
中期実績値（平成 18 年）   ７２，２２８人 

平成 19 年度達成値   ７８，２０８人 

平成 20 年度達成値 ７５，５４２人 

目標値（平成 22 年） ７５，０００人 

 
 

平成 20 年度のいじめの発生件数の調査は、平成 19
年度と同様に全ての児童・生徒を対象として実態調査を
行いましたが、本白書の発行時ではとりまとめ中です。
三鷹市いじめ問題対策会議や各学校のいじめ問題の対
応指針による取り組みを進め、今後とも学校と家庭、地域
が連携し、いじめの未然防止と早期解決を図り、いじめの
根絶を目指します。 
 不登校については、学校が家庭と連携し、スクールカウ
ンセラーや総合教育相談窓口の諸事業を活用するなか、
不登校児童・生徒数は減少しています。 
 子ども家庭支援センターが実施する主要事業の利用者
数内訳は、のびのびひろばの親子ひろば10,928人、一時
保育4,200 人、トワイライト623 人（相談等除く）、すくすくひ
ろば 59,791 人となり、すでに目標値を超えています。 

子ども家庭支援センターの利用者数
（行政指標）
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● 施策の展開～施策の評価を踏まえた今後の取り組み方向 
 学校と家庭、専門機関等と連携しながら、いじめや不登校の減少に向けて取り組んでいきます。 

 一方、子ども家庭支援センターにおいては、関係機関や専門家との連携による子どもの相談に関する総合的な

ネットワーク機能を最大限活用し、児童虐待の早期発見・早期対応から家庭復帰後の見守りや問題を抱えた家庭

への支援、養育家庭の拡大を目指します。 
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子育て支援の充実 

希望と安心にみちた健康・福祉のまちをつくる 
主な担当課：健康福祉部子育て支援室 

第６部 
第２ 

 これまでの主な取り組みと成果                

すべての子どもの健やかな「育ち」を地域全体で支援する

とともに、地域社会における「仕事と生活の調和（ワーク・ライ

フ・バランス）」の実現を図っていくための方向性を示す「三鷹

市子育て支援ビジョン」を策定しました。 

施設保育支援については、平成20年度は認証保育所を含

めて新規の開設等には至りませんでしたが、私立幼稚園の認

定こども園化により、保育に欠ける子どもの定員を新たに30人

設けました。 

在宅子育て支援については、子ども家庭支援センターの

びのびひろばを中心に、市民ニーズに対応するため、子ども

と家庭に関する相談事業の充実とファミリー・サポート・センタ

ー事業の充実に努めました。また、各コミュニティ・センターの

協力を得て出前型ひろば事業を実施したほか、私立保育園

でのひろば事業の拡大や、市内に展開するひろば事業者連

絡会を立ち上げ、相互連携に取り組みました。 

学童保育所の充実に向けた取り組みとしては、七小学童

保育所の施設の老朽化解消、定員増を図るため、１学童増設

し計２学童として整備し、学校敷地内への建替えに取り組み

ました。また、子どもたちが、放課後や土・日曜日に安全に安

心して活動できる居場所づくりを目指し地域子どもクラブとの

連携事業を行いました。さらに、三小では、年間を通して学童

保育所と地域子どもクラブの連携による事業を実施しました。 

ファミリー・サポート・センターの活動結果は、事業を開始し

た平成13年度は会員数472人、活動件数2,876件でしたが

年々拡大し、平成20年度には会員数2,294人、活動件数

10,723件となり、事業が定着してきています。 

未達成の課題                          

保育園待機児童解消に向け、保育所整備等により保育所

定員の増加に取り組むとともに、親子ひろば等在宅子育て世

帯への子育て支援施策を拡充し、安心して子育てができる環

境の整備を一層進めていきます。 

● 施策の評価～平成 20 年度を振り返っての評価  ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  
保育園待機児童数の減少  （行政指標） 

計画策定時の状況 
（平成 12 年） 

１８３人 
（４月１日現在） 

前期実績値（平成 15 年） 
２３４人 

（４月１日現在） 

平成 17 年度達成値 
１４７人 

（４月１日現在） 

中期実績値（平成 18 年） 
１５７人 

（４月１日現在） 

平成 19 年度達成値 
１２１人 

（４月１日現在） 

平成 20 年度達成値 
１３４人 

（４月１日現在） 
目標値（平成 22 年） ０人 

 
 

保育園・認証保育所等における保育定員数            
（協働指標） 

計画策定時の状況 
（平成 12 年） 

― 

前期実績値（平成 15 年） １，８５４人 
平成 17 年度達成値 ２，０４４人 

中期実績値（平成 18 年） ２，１１８人 
平成 19 年度達成値 ２，３６５人 

平成 20 年度達成値 ２，３９５人 

目標値（平成 22 年） ２，３４０人 

 

 
ファミリー・サポート・センター事業の利用件数        

（行政指標） 
計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
― 

前期実績値（平成 15 年） ６，９７１件 
平成 17 年度達成値 ８，１８０件 

中期実績値（平成 18 年） １０，４６１件 
平成 19 年度達成値 １０，７５０件 

平成 20 年度達成値 １０，７２３件 

目標値（平成 22 年） １１，０００件 

 
 保育園待機児数の減少

（行政指標）

0

134121
157183

234

147

0

100

200

H12 H15 H17 H18 H19 H20 H22

人

 

三鷹市では、都内共通の課題でもある就学前児童人口及び入

所申込率の増加により、保育所入所申込者数が増加傾向にあると

ともに、依然として保育需要が高水準で推移しています。 

一方、ファミリー・サポート・センター事業については、安定した

運用が図られています。 

「三鷹市子育て支援ビジョン」が描く三鷹市の子育て支援環境整備の方向性を、個別施策として具体的に描く

「三鷹市次世代育成支援行動計画（後期計画）」の策定に取り組みます。 

学童保育所の入所希望者の増加に対応するため、学童保育所の整備等を行うとともに定員の弾力的な運用を

図ります。また、学童保育所の機能を拡充し、学校、家庭、地域と連携した児童の健全育成に努めます。 

● 施策の展開～施策の評価を踏まえた今後の取り組み方向 
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魅力ある教育の推進 

いきいきと子どもが輝く教育・子育て支援のまちをつくる 

主な担当課：教育委員会指導室 第３ 
第６部 

 これまでの主な取り組みと成果                 
現在の学校教育に関する制度のもとで、児童・生徒が現在の学

校に通学しながら、義務教育９年間の一貫カリキュラムを通して、

基礎的学力の確実な定着と個性・能力の伸長及び児童・生徒の

健全育成を充実させ、人間力と社会力をはぐくむ教育の実現を目

指し、小・中一貫教育校の取り組みを進めました。平成18年には、

二中学区（にしみたか学園）を開園し、その評価・検証を踏まえ、

小・中一貫教育校の全市展開に向けて、平成20年に一中学区（連

雀学園）、六中学区（東三鷹学園）、七中学区（おおさわ学園）で

小・中一貫教育校を開園しました。 

あわせて、「学校運営連絡会」にかわり、平成 20 年度内に地方

教育行政の組織及び運営に関する法律に定める｢学校運営協議

会｣を市立小・中学校全 22 校で設置しました。保護者や地域住民

からの意見、要望を受け止めながら、その評価結果を公表するな

ど開かれた学校としてのコミュニティ・スクールを一層推進し、家庭

や地域と連携しながら、学校運営を行っています。また、平成 18

年に開園した小・中一貫教育校「にしみたか学園」の実践を検証

するため、「小・中一貫教育校検証委員会」を設置し、本委員会で

の検証の最終年度である平成 20 年度は、３年目の実践について

検証報告書を取りまとめました。 

「三鷹市教育ビジョン」に基づき、幼児期から小学校への円滑な

接続を図るため、「三鷹市における幼稚園・保育園と小学校との連

携検討委員会」の報告により、モデル事業を検討し小学校８校に

拡充して実施しました。また、教育支援(特別支援教育)について

は、「三鷹市教育支援プラン」に基づき、児童・生徒の個別指導計

画・個別の教育支援計画作成のためのガイドラインを作成するとと

もに、関係機関と連携しながら一人ひとりのニーズに応じた指導と

支援を進めました。教育支援学級の大規模化解消のため、第七

小学校と第三中学校に教育支援学級(固定制)開設のための施設

整備を行い、平成 21 年４月に開級しました。 

未達成の課題                             

 地域と学校との間の情報交換の場として地域ＳＮＳの構築が課

題です。 

● 施策の評価～平成 20 年度を振り返っての評価 

市立小･中学校のインターネット対応可
能な学校教育コンピュータの整備台数 

（行政指標） 
計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
６７６台 

前期実績値（平成 15 年） １，１０２台 

平成 17 年度達成値 １，２２８台 

中期実績値（平成 18 年） １，２２８台 

平成 19 年度達成値 １，２３２台 

平成 20 年度達成値 １，６８９台 

目標値（平成 22 年） １，６５０台 

 
 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  

授業が分かる児童・生徒の割合 
（協働指標） 

計画策定時の状況 

（平成 12 年） 

小学校

５年 

中学校

２年 

― ― 

前期実績値（平成 15 年） ― ― 

平成 17 年度達成値 84.5% 65.4% 

中期実績値（平成 18 年） 88.3% 67.6% 

平成 19 年度達成値 87.4% 69.0% 

平成 20 年度達成値 87.5%  67.7%  

目標値（平成 22 年） 増加 増加 

 
 

平成 20 年度は教員一人１台のパソコン配置となるよう 457 台のノ

ート型パソコンを整備しました。これにあわせて、教育ネットワーク用

機器の更新を行い、セキュリティ機能の向上を図りました。 

 また、校務事務等の処理を行うため、校務事務支援システムを導

入しました。 

市立小・中学校のインターネット
対応可能な学校教育コンピュータ
の整備台数（行政指標）

1,102
1,228

1,232

1,689

676

1,228

1,650

500

1,000

1,500

2,000

H12 H15 H17 H18 H19 H20 H22

台

 

「三鷹市教育ビジョン」に基づき、コミュニティ・スクールを基盤とした小・中一貫教育校を全市レベルで推進し、

すべての市立小・中学校において、子どもたちが安心して質の高い教育を受けられるようにします。コミュニティ・

スクールの推進にあたっては、学校が保護者、地域住民と協議しながら、自律的、主体的に学校運営を進めてい

きます。幼稚園・保育園と小学校の連携教育については、プログラムの充実を図るとともに、モデル事業を拡充

します。教育支援(特別支援教育)については、三鷹市教育支援プランに基づき、幼児・児童・生徒一人ひとりの

ニーズにあった支援を、関係機関と連携しながら引き続き進めます。 

平成 23 年７月に予定されている地上デジタル放送への移行に向けて、学校のテレビ受信設備の改修、テレビ

受信機等の整備に取り組みます。また、地域と学校の情報交換の場として、地域ＳＮＳの利活用に取り組みます。 

● 施策の展開～施策の評価を踏まえた今後の取り組み方向 
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創造性と豊かさを広げる生涯学習・文化のまちをつくる 創造性と豊かさを広げる生涯学習・文化のまちをつくる 

 

創造性と豊かさを広げる生涯学習・文化のまちをつくる 

      

第４ 安全で開かれた学校環境の整備 主な担当課：教育委員会総務課 

第６部 いきいきと子どもが輝く教育・子育て支援のまちをつくる 

● 施策の評価～平成 20 年度を振り返っての評価 

 これまでの主な取り組みと成果                  

平成19年度に続き南浦小学校耐震補強工事（第二期）を実施
し、補強工事を完了しました。第七小学校及び大沢台小学校の
耐震補強工事（第一期）を実施し、学校施設の安全性の向上と
地域防災の拠点としての強化を図りました。また、第三小学校、
第一中学校及び第五中学校の耐震補強工事の調査・設計を行
い、次年度以降の補強工事実施の準備に取り組みました。この
調査・設計の中で、第三小学校校舎及び第五中学校体育館は、
施設の老朽化や工事期間の長期化による児童・生徒へ影響等
を総合的に検討した結果、耐震改修ではなく建替えを行うことと
しました。（平成21年度以降設計等に着手） 

東台小学校校舎の建替えについては、工事期間中の仮設校
舎の建設を行い、平成20年10月には仮設校舎への移転を完了
しました。また、新校舎の基本設計・実施設計を行いました。さら
に、新校舎の建設に向けて、旧校舎の解体工事に取り組みまし
た。 

学校の校庭芝生化として、第一小学校の芝生化工事を行うと
ともに、平成21年度の整備に向けて北野小学校の芝生化工事の
設計を行いました。 

小学校の体育館や校庭等を地域子どもクラブ活動や土曜日の
校庭開放事業に活用し、多くの参加者がありました。また、引き続
き、第三中学校の中学生の居場所づくり事業にも取り組みまし
た。 

給食調理業務委託は、平成19年から実施している４校の実施
状況を検証し、概ね順調に運営されているとの評価を受けて、平
成21年度から第六小学校で新たに実施することとし、委託化に向
けた準備を進めました。 

川上郷自然の村の利用拡大については、指定管理者制度の
導入や幅広いＰＲ活動等により、平成20年度の一般利用者数は
10,083人、対前年度比329人（3.4％）増となり、開設以来初めて１
万人を超えました。また、施設改修については、平成17年度に施
設改修５か年計画を定め、計画的に行っています。 

 未達成の課題                            

学校施設の開放及び多様な利用の推進と児童・生徒の安全・

安心の確保の両立を図る必要があります。 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  

開放された学校施設の利用者数 
（協働指標） 

計画策定時の状況（平成 12 年） １７４，７９７人 
前期実績値（平成 15 年） ３５０，２４０人 

平成 17 年度達成値 ３９８，４３５人 
中期実績値（平成 18 年） ３８４，０００人 

平成 19 年度達成値 ４３８，４７１人 

平成 20 年度達成値 ４８３，１７０人 

目標値（平成 22 年） ４１９，０００人 

 
 

学校施設の耐震化率       （行政指標） 
計画策定時の状況（平成 12 年） ４５．６％ 

前期実績値（平成 15 年） ５７．０％ 
平成 17 年度達成値 ６０．８％ 

中期実績値（平成 18 年） ６４．６％ 
平成 19 年度達成値 ６８．４％ 
平成 20 年度達成値 ７７．２％ 
目標値（平成 22 年） ９３．７％ 

 
 地域子どもクラブ事業の参加者数 

（協働指標） 
計画策定時の状況（平成 12 年） ― 

前期実績値（平成 15 年） ２，７６６人 
平成 17 年度達成値 １２３，９８０人 

中期実績値（平成 18 年） １３０，６４８人 
平成 19 年度達成値 １５６，９５７人 

平成 20 年度達成値 １６０，７８６人 

目標値（平成 22 年） １８０，０００人 

 
 開放された学校施設の利用者数

（協働指標）

419,000
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「開放された学校施設の利用者数」については、平成 19 年の
生涯学習施設予約システム導入により市民活動の利便性の向
上を図りました。市立小・中学校の校庭、体育館、温水プール
（第五中）のスポーツ施設、小学校の校庭、小・中学校の学校図
書館、小・中学校の会議室（６校）の利用者は増加し、すでに目
標値を大きく超えています。また、地域子どもクラブ事業において
も、学校を核として積極的に事業を進め、参加者は前年度よりさ
らに増加しました。 

● 施策の展開～施策の評価を踏まえた今後の取り組み方向 
校舎等の建替えについては、東台小学校の新校舎建設に着手します。また、第三小学校校舎及び第五中

学校体育館の建替えに向けて設計業務に取り組みます。耐震補強工事については、第七小学校、大沢台小

学校、第一中学校、第五中学校の校舎及び東台小学校体育館の計５校で工事を実施します。川上郷自然の

村は、指定管理者との連携を密にし、サービス向上を図り、より一層の利用者拡大に努めるとともに、計画的な

施設改修を行っていきます。また、安全でおいしい学校給食の充実に努めるとともに、給食調理の安全衛生管

理の向上を図るため、給食施設・設備改善を推進していきます。子どもの安全対策として、防犯ブザーの貸与

や「セーフティ教室」の開催、市長部局と連携したパトロールの強化や安全マップづくりを行っていきます。 
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 みたか生涯学習プラン 2010 を推進し、市民が「いつでも、どこでも、だれでも、そしていつまでも」学ぶことが

できる生涯学習社会の構築を目指します。また、三鷹市子どもコミュニティ推進計画を推進し、学校や地域と連

携し体験学習活動等を通じて健全な青少年の育成に取り組みます。さらに、三鷹ネットワーク大学による民学

産公の協働の推進、生涯学習情報ネットワークの充実、さらに生涯学習の指導者などの人財の養成に努めま

す。あわせて、家庭教育の充実を図るとともに、保護者・地域の団体が協力して事業を進める仕組みづくりを支

援し、市民との協働による生涯学習を推進します。 

● 施策の展開～施策の評価を踏まえた今後の取り組み方向 

 これまでの主な取り組みと成果                

「みたか生涯学習プラン2010」を推進する中で、前期（平

成19年度まで）の進捗状況の検証作業を進めました。情報

の提供については、市民がいつでも、どこでも、だれでも、

そしていつまでも生涯学習が活発に行えるように、｢みたか

生涯学習事業情報｣を年４回発行しました。また、平成19年

３月にリニューアル運用を開始した生涯学習情報システムに

よる生涯学習情報の提供を行い、前年同レベルの高いアクセ

ス件数がありました。 

相談体制の充実については、専任の生涯学習相談員に

よる電話やFAX、メールを利用した在宅相談に取り組みまし

た。 

総合的な生涯学習環境の整備については、三鷹ネットワー

ク大学で民学産公の協働の取り組みを進め、国立天文台等

の知的資源を活用した事業を実施しました。 

また、芸術文化振興財団との連携によるニューイヤーコン

サートの開催など市民の芸術文化活動の拡充を図りまし

た。 

さらに、学習機会の提供の場として、学校施設開放事業や

一日家庭教育学級、市内の大学と連携した市民聴講生事業

などを実施したほか、児童青少年の体験学習活動やボランテ

ィア活動の充実に努めました。社会教育会館では、市民や住

民協議会による連携事業の拡充を図り、自主的な活動への

支援や協働による生涯学習を推進し、ボランティア養成講

座などにより人財の育成と支援に努めました。このほか、新

たにポキネット（みたか地域ＳＮＳ）を活用した家庭教育支援

コミュニティ「かきしぶ」を開設し、家庭教育の充実を図りまし

た。 

 未達成の課題                          

生涯学習情報ネットワークの活用の推進や、インターネ

ット、ＣＡTV 等による在宅学習の支援、生涯学習指導者な

どの人財の養成が課題となっています。 

● 施策の評価～平成 20 年度を振り返っての評価 

 生涯学習の推進 １ 生涯学習活動 

創造性と豊かさを広げる生涯学習・文化のまちをつくる 第７部 
第１ 主な担当課：教育委員会生涯学習課 

生涯学習活動に参加している市民数 
（協働指標） 

計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
１１２，０００人 

前期実績値（平成 15 年） １１１，２８９人 

平成 17 年度達成値 １１５，３２０人         

中期実績値（平成 18 年） １４７，４６８人         

平成 19 年度達成値 １５２，９２４人         

平成 20 年度達成値 １９４，８７２人 

目標値（平成 22 年） ２００，０００人 

注：第２次改定時に地域子どもクラブ事業への参

加人数を新たに指標化して分離しました。 
 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  

生涯学習情報システムへのアクセス件数 
 （行政指標） 

計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
７０，０００件 

前期実績値（平成 15 年） ２４５，８６１件 

平成 17 年度達成値 １９４，４３４件 

中期実績値（平成 18 年） ２７６，４２４件 

平成 19 年度達成値 ６３８，７４８件 

平成 20 年度達成値    ６２１，５７６件 

目標値（平成 22 年） ７００，０００件 

 
 

 生涯学習活動に参加している市民数の増は、事業の充実

に伴う社会教育会館、学校開放の利用者数の増のほか、三

鷹ネットワーク大学の利用者数が増加したことなどにより、目

標値に迫りました。 

生涯学習活動に参加している
市民数（協働指標）
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 生涯学習の推進 ２ 図書館活動 

創造性と豊かさを広げる生涯学習・文化のまちをつくる 

主な担当課：教育委員会図書館 

第７部 
第１ 

 これまでの主な取り組みと成果                

図書館の開館時間の延長や３つのコミュニティ・センター

図書室、杏林大学医学図書館との協力貸出など市民の利

便性と満足度の向上に努めました。また、「みたか子ども読

書プラン 2010」に基づき、４月の「子ども読書の日」を中心と

する「みたか子ども読書フェア」を全市的に取り組んだほか、

郷土史講座等を開催し、市民の読書活動を推進しました。 

平成19年度は、ＩＣＴ（情報通信技術）事業の推進として、

老朽化した図書館コンピュータ・システムを 11 月に再構築

し、リライトカードの導入や図書館内利用者用端末の増設、

移動図書館への移動体通信の導入、インターネットや携帯

電話による在庫予約の開始等の新機能を追加しました。平

成 20 年度にはすべての図書館資料にＩＣタグを貼付し、平

成 21 年１月から自動貸出機・返却機・予約棚を含んだＩＣタ

グシステムの運用を開始しました。図書館の利用者は前年

度比で８％、資料予約冊数は 90％増となりました。 

南部図書館（仮称）の整備については、平成 19 年度に財

団法人アジア・アフリカ文化財団と「三鷹市立南部図書館

(仮称)の整備に向けた検討に関する覚書」を締結しました。

平成 20 年度は、同財団との協働により検討を進めました

が、同財団の公益法人制度改革への対応が課題となり、基

本プランの作成には至りませんでした。 

 
 未達成の課題                        

コミュニティ・センター図書室等との図書館ネットワーク形

成及びサービス網の拡充、下連雀図書館の廃止等の図

書館整備、南部図書館（仮称）建設の基本プラン作成の

検討が課題です。 

● 施策の評価～平成 20 年度を振り返っての評価 

 平成 20 年度の図書館の年間延利用者数(入館者数)は、

平成 22 年目標値の 99.7％にあたる 997,192 人に増加しま

した。貸出し冊（点）数も平成 19 年度より約 208,417 冊（点）

16％増加しました。これは、図書館システムの入れ替え及

びＩＣタグシステムの導入の成果であると考えます。 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  

図 書 館 の 利 用 者 数    （協働指標） 
計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
６０６，０００人 

前期実績値（平成 15 年） ８５１，９２１人 
平成 17 年度達成値 ８４１，３６５人 

中期実績値（平成 18 年） ８５８，４９０人 
平成 19 年度達成値 ９１９，８８２人 
平成 20 年度達成値 ９９７，１９２人 
目標値（平成 22 年） １，０００，０００人 

 
 貸 出 し 冊 ( 点 ) 数      （協働指標） 

計画策定時の状況 
（平成 12 年） 

１，１４９，７４８冊（点） 

前期実績値（平成 15 年） １，２３７，０３３冊（点） 
平成 17 年度達成値 １，２５９，６４１冊（点） 

中期実績値（平成 18 年） １，２５６，３０４冊（点） 
平成 19 年度達成値 １，２７４，３２５冊（点） 
平成 20 年度達成値 １，４８２，７４２冊（点） 
目標値（平成 22 年） １，７００，０００冊（点） 

 
 図 書 館 の 延 べ 開 館 日 数  

（行政指標）               

計画策定時の状況 
（平成 12 年） 

１，３５６日 

前期実績値（平成 15 年） １，４４７日 
平成 17 年度達成値 １，４５１日 

中期実績値（平成 18 年） １，４３６日 
平成 19 年度達成値 １，４０６日 
平成 20 年度達成値 １，４２９日 
目標値（平成 22 年） １，５００日 

 
 

● 施策の展開～施策の評価を踏まえた今後の取り組み方向 

引き続き、開館日数の拡大や｢みたか子ども読書プラン 2010｣の推進、コミュニティ・センター図書室等と

の連携、オンライン・データベースの拡充に向けて取り組みます。 

南部図書館（仮称）については、財団法人アジア・アフリカ文化財団の公益法人認定のゆくえを見守りな

がら、特色ある地域図書館としての整備に向けた基本プラン作成の検討を進めます。 

下連雀図書館の廃止等を含めた効率的な図書館の管理運営形態について総合的に検討し、市民サービ

スの向上を図っていきます。 

 

 

図書館の利用者数（協働指標）

997,192
1,000,000

858,490851,921

606,000

919,882
841,365

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

H12 H15 H17 H18 H19 H20 H22

人

 



 59 

 
 

 
創造性と豊かさを広げる生涯学習・文化のまちをつくる 

 
 

 

 市民スポーツ活動の推進 

創造性と豊かさを広げる生涯学習・文化のまちをつくる 
主な担当課：教育委員会スポーツ振興課 

第７部 
第２ 

週１回以上スポーツ活動を行っている

市民の割合         （協働指標） 

計画策定時の状況 
（平成 12 年） 

― 

前期実績値（平成 15 年） ３２％ 

平成 17 年度達成値 ― 

中期実績値（平成 18 年） ― 

平成 19 年度達成値 ５０.３％（※参考値） 

平成 20 年度達成値 ― 

目標値（平成 22 年） ５０％ 

   ※平成 19 年東京都の調査による数値 
 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  

市のスポーツ施設等の利用者数
（協働指標）
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平成 20 年度の学校体育施設及びコミュニティ・センター体育施設の利用者数は、例年とほぼ同様の水準で推

移しています。市の体育施設の利用者数は第二体育館の設備関係の工事により、屋内プールの利用者がやや減

少しましたが、全体的に平成 18 年度以降の利用者数は増加傾向にあります。 

増加の要因としては、施設予約システムの認知度が上ったことや、大沢総合グラウンド整備工事によるテニスコ

ート(クレー)の撤去はあったものの、代替施設(下連雀総合運動場・春光スポーツ倶楽部)のテニスコートの利用や

他の施設の実績増があり、全体的に利用者の増加につながりました。 

市のスポーツ施設利用者数 
（協働指標） 

計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
６４８，７５５人 

前期実績値（平成 15 年） ７７７，０３２人 

平成 17 年度達成値 ８１３，８１１人 

中期実績値（平成 18 年） ７９０，３５７人 

平成 19 年度達成値 ８３７，６９５人 

平成 20 年度達成値 ８４４，５７５人 

目標値（平成 22 年） ８５０，０００人 

 
 

総合型地域スポーツクラブについては、モデルクラブを支援することにより組織・活動の充実を図り、他の地域

での設立については住民協議会との協働を図りながら検討します。大沢総合グラウンドについては、サッカー兼

ラグビー場、野球・ソフトボール場及び管理棟の整備を行うとともに、工事期間中の代替施設の円滑な運用を図

ります。総合スポーツセンター（仮称）については、平成21年度に策定する市民センター周辺地区整備に関する

基本プランにおけるスポーツ施設整備の可能性とあわせて、建設計画の見直しについても検討します。 

● 施策の展開～施策の評価を踏まえた今後の取り組み方向 

 これまでの主な取り組みと成果                

平成19年３月から導入したスポーツ情報予約管理システム

は、順調に稼動しています。施設利用後に納付する口座振替も

適正に行われ利便性の向上を図るとともに、利用者のニーズに

対応した適正な稼働と運用に努めました。また、第二体育館の

老朽化によるガス管取替工事や耐用年数経過によるボイラーの

取替工事などを実施し、施設の円滑な運営と設備の充実を図り

ました。 

民間事業者等と連携したスポーツ振興の取り組みとしては、

ＦＣ東京等との連携・協力による各種イベントや教室の実施、公

庫総合運動場テニスコートの利用では、自主的に運営する組

織と連携して事業に取り組みました。また、スポーツ指導者の育

成や人財の活用を図るために、市民スポーツ団体に呼びかけ

て講習会や研修会を実施するとともに、各指導者間の意見交

換等を行い、スポーツ指導者の資質の向上に努めました。総合

型地域スポーツクラブの拡充については、市内西部地区と東部

地区のモデルクラブの運営を支援しました。 

大沢総合グラウンドの整備については、野球場等の実施設

計とテニスコートの整備工事を年度内に完了しました。また、平

成25年に東京都で開催する第68回国民体育大会に向けて、

国体準備委員会設立の母体となる発起人会を設置し、運営体

制の確立を図りました。 

総合スポーツセンター(仮称)の建設については、「三鷹市都

市再生ビジョン」と整合を図るとともに、市全体の施設整備状況

を踏まえて、引き続きＰＦＩ等の整備手法について調査・研究を

進めました。 

 

未達成の課題                          

総合型地域スポーツクラブの全市展開が課題です。 

● 施策の評価～平成 20 年度を振り返っての評価 
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 これまでの主な取り組みと成果                  

市立アニメーション美術館事業では、市内小学生、公・私立保

育園・幼稚園児の美術館見学実施、市民デーの開催、三鷹の森

アニメフェスタ参加などの事業を実施しました。また、太宰治顕彰

事業として「太宰治文学サロン」の運営、「太宰治没後60年記念

展」の開催等の事業を実施しました。また、国立天文台から三鷹

市に譲渡された国立天文台旧一号官舎を、大正４年の設計図に

基づいて外観を復元整備し、「三鷹市星と森と絵本の家」としまし

た。さらに、「みたか・子どもと絵本プロジェクト」担い手育成講座

修了生による地域活動４か所の情報交流会を実施しました。文化

施設の保全については、公会堂及び公会堂別館の耐震補強及

びバリアフリー化を含めた基本計画策定調査を実施しました。 

「エコミュージアム（注）事業」の推進に関しては、水車創設200

周年記念事業を実施するとともに、水車の市民解説員やほたるの

里・三鷹村など地域の方々をメンバーとする「武蔵野（野川流域）

水車経営農家保存・活用整備委員会」を設置し、水車及び水車

機構の動態保存等に関する方策の取りまとめを行いました。ま

た、大沢二丁目古民家（仮称）の基礎調査や、エコミュージアム入

門講座、中近東文化センターと連携した文化財特別講演会を実

施しました。また、民俗資料収蔵庫の整備、地区案内板の設置、

野崎八幡社やルーテル学院大学の建物調査等を行いました。さ

らに天文台構内古墳発掘調査の現地見学会では1,810人の見学

者が訪れました。 

文化行政の推進に関しては、学校教育との連携事業として、芸

術文化振興財団が美術ギャラリーでのギャラリートーク・学校の出

張授業、演奏家による市内小学校の訪問演奏、みたかジュニア

オーケストラの高齢者福祉施設訪問演奏会などを実施しました。 

未達成の課題                            
コアミュージアムの整備については、全市的にエコミュージアム

事業を展開する視点から検討していきます。 

 

● 施策の評価～平成 20 年度を振り返っての評価 

芸術・文化のまちづくりの推進 

創造性と豊かさを広げる生涯学習・文化のまちをつくる 
主な担当課：生活環境部コミュニティ文化室 

第７部 
第３ 

● 施策の展開～施策の評価を踏まえた今後の取り組み方向 

 芸術文化振興財団と連携し、芸術文化施設での事業・企画の一層の充実を図り入場者率の向上に努めるとと
もに、学校教育との連携を今後も充実させていくほか、市立アニメーション美術館を活かしたまちづくりの推進に
向けた取り組みの拡大・強化を図ります。絵本館プロジェクトは、特色ある地域拠点のひとつとして国立天文台敷
地内に三鷹市星と森と絵本の家を整備し、天文台との連携により運営を行う一方で、引き続き地域の担い手育成
を図り活動定着を図るとともに、市内全域でプロジェクトを推進します。エコミュージアム事業の展開については、
伝統的な生活文化や技術を次世代の市民に継承していくため、水車経営農家の水車及び水車機構の動態保存
工事の実施や一般公開に向けた大沢二丁目古民家（仮称）の修復整備など、文化財の充実を図るとともに、大
沢の里周辺地域に拡大し、地域活動団体との連携など市民との協働で推進していきます。また、エコミュージア
ム事業の全市的な展開は「みたか生涯学習プラン 2010」や「緑と水の基本計画」の中で検討を進めていきます。 

（注）エコミュージアム：「エコ・ミュゼ」の英訳。伝統的な博物館とは異なり、人々が生活する一定の空間すなわち地域を「博物館」

として捉え、現地で歴史・文化・自然などに関わる遺産を展示し、当該地域の発展に寄与することを目的とした新しい概念の博物

館。また、その運営は、市民の参画を原則としています。 

 

市の芸術文化施設で実施される 

事業の入場者率      （行政指標） 

計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
９２％ 

前期実績値（平成 15 年） ８５％ 

平成 17 年度達成値 ８２％ 

中期実績値（平成 18 年） ７８％ 

平成 19 年度達成値 ８６％ 

平成 20 年度達成値 ８８％ 

目標値（平成 22 年） ９２％ 

 
 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  

市の文化財の見学者数及び市が実施

する歴史・文化財関連の講演会等の参

加者数             （行政指標） 

計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
２７，４９１人 

前期実績値（平成 15 年） ４４，９１９人 

平成 17 年度達成値 ４７，９１２人 

中期実績値（平成 18 年） ３６，０４８人 

平成 19 年度達成値 ４４，４７４人 

平成 20 年度達成値 ３０，５２９人 

目標値（平成 22 年） ５０，０００人 

 
 市の芸術文化施設で実施される

事業の入場者率（行政指標）
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平成 20 年度は、芸術文化振興財団の事業において、美術・演劇・音
楽・文芸各分野で、多くの入場者を得ることができました。 

文化財の見学者及び講演会等参加者数は、山本有三記念館が平成
20 年５月から有料化したことにより前年度に比べると減少しましたが、同記
念館には１万２千人近くに上る多数の有料入館者がありました。また、水
車経営農家や天文台構内古墳現地見学会に多くの見学者が訪れまし
た。今後も引き続き目標達成に向けて取り組んでいきます。 
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コミュニティの展開と協働のまちづくりの推進 

ふれあいと協働で進める市民自治のまちをつくる 
主な担当課：生活環境部 

コミュニティ文化室 

第８部 
第１ 

● 施策の評価～平成 20 年度を振り返っての評価 
 これまでの主な取り組みと成果                

コミュニティ・センターの防災拠点化を推進するた
め、引き続き大沢コミュニティ・センターの耐震補強設
計に取り組みました。 

協働型まちづくりの推進に向けた取り組みとしては、 
市民協働センター開館５周年記念事業として、「わっく
わく秋まつり（第７回みたか市民活動ＮＰＯフォーラム）」
を市民企画により開催し、687人の参加がありました。ま
た、「コミュニティビジネス講演会＆パネルディスカッショ
ン」、「プロに教わる伝える写真の撮り方」、「知って得す
るＮＰＯ法人の会計講座」等の市民活動支援事業（13
回）は263人、トークサロン（３回）は56人、子育て支援Ｎ
ＰＯとの連携のおやこひろば事業は681人など、全事業
の参加者数は1,655人となり、参加市民から満足度の高
い評価をいただきました。なお、登録団体は143団体、
ホームページ訪問者数11,031人となりました。さらに、市
民協働センターの運営充実を図るため、特定非営利活
動法人みたか市民協働ネットワークを平成20年10月に
設立しました。 

コミュニティ活動の取り組みとしては、昨年に引き続
き、町会等地域自治組織活性化事業（がんばる地域応
援プロジェクト）を実施し、地域の課題解決などに取り
組む７団体・７事業を助成対象事業として採択しまし
た。平成21年２月に採択事業の発表会、３月には市民
との協働で事例集の発刊を行い、他団体の活性化のヒ
ントや刺激を与える効果がありました。 

平成19年７月に認定された地域再生計画「科学技
術と科学文化を活かしたまちづくり・ひとづくりプロジェク
ト」については、平成20年11月に計画の一部変更を行
い、国立天文台や三鷹ネットワーク大学と連携しながら
科学文化の普及啓発のための人財育成に取り組みま
した。 

 未達成の課題                          

 大沢コミュニティ・センターの耐震補強については、専門
機関による耐震改修の評定期間が当初の想定を大幅に上
回ることで、耐震補強設計が平成 21 年度まで継続すること
となり、実施設計についても 21 年度実施となりました。 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  

地区公会堂については、１団体あたりの登録者数の減少、

改修工事の実施等が要因となり、年間では約 13,000 人の利用

者減となりましたが、コミュニティ・センターの利用者は前年度

比でおよそ 4,000 人の増となりました。市民協動センターは平

成 20 年度 12 か月間で 49,688 人の利用者があり、好評を得て

います。 

コミュニティ・センター 、地区公会堂の 

利用者数               （協働指標） 
計画策定時の状況（平成 12 年） ８９３，７１８人 

前期実績値（平成 15 年） ９１３，１３８人 
平成 17 年度達成値 ９０１，４０２人 

中期実績値（平成 18 年） ８７３，６６１人 
平成 19 年度達成値 ８８５，１７８人 
平成 20 年度達成値 ８７７，１７４人 
目標値（平成 22 年） ９２０，０００人 

 
 ボランティアセンターや市民協働センターを 

利用する市民の数          （行政指標） 
計画策定時の状況（平成 12 年） １７，５０２人 

前期実績値（平成 15 年） ２２，３８５人 
平成 17 年度達成値 ４８，２９７人          

中期実績値（平成 18 年） ５８，２２８人          
平成 19 年度達成値 ６１，２０８人          
平成 20 年度達成値 ６７，６１２人 
目標値（平成 22 年） ６０，０００人 

 

 

コミュニティ・センター、地区
公会堂の利用者数（協働指標）

901,402

920,000

873,661

893,718

913,138

877,174

885,178

850,000

900,000

950,000

H12 H15 H17 H18 H19 H20 H22

人

 

市内のＮＰＯ認定団体の数    （協働指標） 
計画策定時の状況（平成 12 年） １０団体 

前期実績値（平成 15 年） ３５団体 
平成 17 年度達成値 ５１団体 

中期実績値（平成 18 年）      ６１団体 
平成 19 年度達成値      ６１団体 
平成 20 年度達成値 ６４団体 
目標値（平成 22 年） 増加 

 
 

大沢コミュニティ・センターの耐震補強については、平成 21 年度に実施設計、平成 22 年度に着工のスケジュールで取

り組みを進めます。市民協働センターでは、これまで以上に市民の視点に立った運営を行うとともに、多様な市民活動団

体間並びに幅広い世代の市民とのネットワークづくりを行うとともに、協働のネットワークの拠点としての役割を果たしてい

きます。コミュニティ活動の新たな展開に向けては、地域自治組織の活性化につながる活動を助成する制度の運用を、特

定非営利活動法人みたか市民協働ネットワークとの協働で行い、引き続き組織の活性化支援のための施策を展開して

いきます。 

● 施策の展開～施策の評価を踏まえた今後の取り組み方向 
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世界的な経済危機等によって不安定かつ深刻な状況が続いていることから、「今ある危機」に的確に対応すべ
く、市民生活を守るセーフティーネットをきめ細かく作り上げるとともに、未来を見通した確かなビジョンを構築し、地
域の展望と活力を創出することを目指します。 

第４次基本計画の策定に向けた長期政策等の研究を行うとともに、新たな行財政改革推進計画の策定に向け
て検討を始めます。また、平成22年度の市制施行60周年記念事業の準備を進めるとともに、平成21年度にプレ事
業を実施します。 

人財育成に関しては、人事任用制度の検証と改善を行いながら、ＯＪＴの強化などにより職員の能力開発をさら
に進めるとともに職員のメンタルヘルスを含む総合的な健康管理の推進を図っていきます。 

都市の再生にあたっては、平成21年４月に事務局体制が拡充された三鷹市都市再生推進本部を中心に、市民
センター周辺地区のほか、多様な地区等について、庁内の全体調整を図りながら、早期かつ計画的な事業化を推
進していきます。 

● 施策の展開～施策の評価を踏まえた今後の取り組み方向 

 

 

 「21 世紀型自治体」の実現と都市自治の確立 

ふれあいと協働で進める市民自治のまちをつくる 
主な担当課：企画部企画経営室 

第８部 
第２ 

 ま ち づ く り 指 標 の 達 成 状 況  
職員定数見直し数      （行政指標） 
計画策定時の状況（平成 12 年） ― 

前期実績値（平成 15 年） ９２人 
平成 17 年度達成値 １４０人 

中期実績値（平成 18 年） １５３人 

平成 19 年度達成値 １８４人 
平成 20 年度達成値 １８６人 
目標値（平成 22 年） ２１０人 

      （各年度４月１日現在の見直し数） 

経常収支比率           （行政指標） 
計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
８７．８％ 

前期実績値（平成 15 年） ８６．８％ 
平成 17 年度達成値 ８７．２％ 

中期実績値（平成 18 年） ８６．５％ 
平成 19 年度達成値 ８９．８％ 
目標値（平成 22 年） 概ね８０％台を維持 

 
公債費比率             （行政指標） 

計画策定時の状況 
（平成 12 年） 

９．２％ 

前期実績値（平成 15 年） ９．９％ 
平成 17 年度達成値 １０．２％ 

中期実績値（平成 18 年） ９．８％ 
平成 19 年度達成値 ９．１％ 

目標値（平成 22 年） 
概ね１２％を超え

ないこと 

 
実質公債費比率         （行政指標） 

計画策定時の状況 
（平成 12 年） 

（１２．７％） 

前期実績値（平成 15 年） （１３．０％） 
平成 17 年度達成値  （１３．２％） 

中期実績値（平成 18 年） １２．９％ 
平成 19 年度達成値 ７．５％ 

目標値（平成 22 年） 
概ね１６％を超え

ないこと 

             ＊（ ）の数値は準公債費比率 

人件費比率            （行政指標） 
計画策定時の状況 

（平成 12 年） 
２４．３％ 

前期実績値（平成 15 年） ２１．５％ 
平成 17 年度達成値 ２０．１％ 

中期実績値（平成 18 年） ２０．０％ 
平成 19 年度達成値 １９．３％ 

目標値（平成 22 年） 
概ね２４％を超え

ないこと 

  三鷹市行財政システム改革実施方策（平成 12 年度策定）での目標(120 人見直し)を達成しましたが、その後も、

行財政改革アクションプラン 2010 や国の集中改革プランを踏まえた職員定数の見直しと適正配置に取り組み、平

成 17 年４月１日から平成 22 年４月１日までの期間の 70 人の見直し目標を含め、平成 22 年度当初までに 210 人

の見直しを行う予定です。 

 これまでの主な取り組みと成果                

第３次基本計画（第２次改定）については、冊子を作成す
るとともに広報特集号を発行し、内容の周知に努めました。 

また、「行財政改革アクションプラン 2010」の最重点課題に
ついても積極的に取り組み、平成 21 年度から学校給食の委
託化を進めました（１校）。 

人財育成と組織の活性化に向けた取り組みとして、人事考
課事務を前年度に全面的にシステム化したことにより、制度
の透明化と事務の効率化を図るとともに、考課結果を人事異
動や昇任昇格選考などに迅速・円滑に活用できるようにしま
した。 

市民満足度向上に向けた取り組みとしては、マルチペイメ
ントネットワーク（ＭＰＮ）収納サービスを本格的に開始しまし
た。市税を納付できる場所及び納付できる時間帯を広げるこ
とで、納税者の利便性の向上を図りました。 

また、都市再生に関する取り組みとしては、公共施設の整
備・再配置等に関する基本方針となる「都市再生ビジョン」を
策定しました。さらに、市民センター周辺地区については、
「市民センター周辺地区再生推進チーム」を設置し、事業化
の可能性について多角的な検討を開始しました。 

未達成の課題                          

まちづくり総合研究所事業については、次年度以降三鷹
ネットワーク大学との協働により、第４次基本計画策定に向け
た市民参加のあり方や計画のあり方に関する調査研究を行
っていきます。 

人財育成に関しては、職員のメンタルヘルスを含む総合的
な健康管理の維持向上を図ることが課題となっています。 

● 施策の評価～平成 20 年度を振り返っての評価 



 63   

 

 

Ⅱ　成果に対する評価

①　大（目標の指標等を達成）

②　中

③　小又はなし

Ⅲ　効率性・経済性に対する評価

①　高（特別の成果あり）

②　中

③　低

事後評価項目と評価レベル

Ⅰ　進捗状況評価

①　当初計画通り〈計画以上進捗を含む〉

②　若干遅れた

③　大きく遅れた

３ 平成 20 年度事業評価 評価結果概要 
（１）概 要 

平成14年度から開始した事業評

価も、７年目の取り組みとなりまし

た。事業評価の方式は、平成 19 年

度の方式を継続し、事業評価審査会

等による評価対象事業の事業数は、

104 件となっています（平成 19 年

度は 102 件）。 

また、事業評価に加え平成 15 年

度から「各部の運営方針と目標」を

策定しています。これは各部の戦略

的な経営視点を踏まえた運営方針

を明確にするとともに、重要な事業

の目標を設定し、事前公開しています。事業評価による全体的な事業の評価に加え、部の

経営方針や事業の優先度を明らかにすることで、より総合的な評価システムの展開を図っ

ています。 
 
平成 20 年度の事業評価においても、８月から 10 月にかけて中間評価を、年度終了前後

の３月から４月にかけて事後評価を行いました。中間評価では、平成 20 年度事業の進捗状

況等の確認と次年度に向けた提案の評価を行います。主管課での１次評価と事業評価審査

会（審査会は、企画部長・総務部長・企画経営室長・財政課長・職員課長で構成）におけ

る２次評価に加え、市長等の理事者による政策会議による３次評価が行われました。 

一方、事後評価は、主管課の１次評価と事業評価審査会における２次評価を行います。

評価方法は１次評価、２次評価ともに、事業の当初計画と執行実績を比較・検証する「Ⅰ

進捗状況」の評価項目、｢まちづくり指標｣等の成果

に関する目標値と実績値を比較・検証する「Ⅱ成果」

の評価項目、そして、予算執行方法や事業の効率的

な取り組みの成果を比較・検証する「Ⅲ効率性・経

済性」の３つの評価項目について、それぞれ①～③

の３段階の評価を行っています。また、平成 20年度

の執行結果における問題点・課題や平成 21 年度の取

り組みにおける留意点等について総括的にコメント

する「総合評価」も行いました。 

これらの評価結果は担当課にフィードバックされ、

今後、市民から寄せられたご意見などとあわせて、

平成 21 年度の事業執行や平成 22 年度の予算編成に反映されることになります。 

また、全対象事業 104 件の評価結果は、別冊の資料編と市のホームページに掲載してい

ます。 

 重点管理事業 部内管理事業 総  計 

企 画 部 ６ ５ １１ 

総 務 部 ７ ４ １１ 

市 民 部 ５ １ ６ 

生活環境部 １１ ７ １８ 

健康福祉部 ８ ６ １４ 

都市整備部 １４ ７ ２１ 

水 道 部 ２ ２ ４ 

教育委員会 １１ ８ １９ 

総  計 ６４ ４０ １０４ 

 

事業評価対象事業数の集計（平成 20 年度） 
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（２）事後評価結果の概要 

事業評価実施の７年目となった平成20年度については、各課においても評価の作業の習

熟や考え方の理解も進み、より客観的に事業の進捗状況や成果を評価できるようになりま

した。 

事業評価審査会では、引き続き客観的で正確な評価を進めるために審査基準の適切な運

用を図りました。特に｢効率性・経済性｣の評価項目については、レベル１の「高」とする

には、事業の結果として予算の執行残が生じただけでなく、通常の取り組みに加え、コス

ト減を図った積極的かつ特別な取り組みや、当該事業の結果として行革の効果が出た等の

成果が示されなければならないとの厳しい基準を示し、評価を行っています。さらに、｢進

捗状況｣や｢成果｣を評価するにあたっても、当初計画と執行結果との比較や、まちづくり

指標の目標値と実績の数値等を精査することにより、より正確な評価を進めました。 

また、主管課の１次評価と事業評価審査会における２次評価の結果は概ね一致したもの

になっていますが、今後の事業評価の推進にあたっても、主管課と審査会の評価基準に関

する認識の共有化が図られるよう、引き続き取り組みを進めていきます。 

 

平成20年度の評価結果を平成19年度と比較すると、概ね同じような傾向が続き、約７割

の事業が当初の予定どおりに事業執行され、６割以上の事業が当初に掲げた目標を達成し

ています。主管課評価や事

業評価審査会の評価が低い

事業（レベル３と評価され

た事業）に共通することは、

外部的な要因によってやむ

を得ない状況が発生した背

景があるということです。

社会経済状況等の急激な変

化や、事業者等の第三者の

状況が変化したこと等によ

り、当初計画どおりに事業

執行することが困難になったケースと考えられます。今後は、これらの課題を抽出し、課

題解決に向けて取り組みを進めていくとともに、この先同じような状況が発生する可能性

のある事業については予防措置を講じる等、他の施策にも反映させていきます。なお、三

鷹市の事業評価制度の目的は、評価点の高低のみにとらわれることなく、事業の課題を明

らかにし、それを理事者も含めた政策論議の俎上に載せることによって、今後の取り組み

や改革・改善につなげることにあります。今後の事業評価の取り組みにあたっても、その

趣旨をさらに浸透させていきたいと考えます。 

 

主管課による事後評価結果の集計 

評価  レベル  1 2 3 

Ⅰ進捗状況評価 ７ １  ２ ９  ４  

Ⅱ成果評価 ６ ６  ３ ６  ２  

Ⅲ効率性・経済性評価 １ １  ９ ２  １  

 

事業評価審査会による事後評価結果の集計 

評価  レベル  1 2 3 

Ⅰ進捗状況評価 ７ ０  ２ ９   ５  

Ⅱ成果評価 ６ ５  ３ ７  ２  

Ⅲ効率性・経済性評価 １ ０  ９ ３  １  
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■事 業 評 価 対 象 事 業 一 覧 （基本計画の施策体系に基づき整理しています。） 
    ※重点：重点管理事業 部内：部内管理事業 ／ 事業主管課 ／ 数字：資料編掲載ページ      

 第１部 世界に開かれた平和・人権のまちをつくる                           
  ◆第１◆ 国際化の推進 

◆ 第２◆ 平和・人権施策の推進 
   ◆第３◆ 男女平等社会の実現 

   【部内】 男女平等参画の推進 ····················································· 企 画 経 営 室 １４ 
 

 第２部 魅力と個性にあふれた情報・活力のまちをつくる                         
  ◆第１◆ 情報環境の整備 
   【重点】 ユビキタス・コミュニティ推進基本方針に基づく事業の推進 ············ 情 報 推 進 室 ４ 

【部内】 要綱集データベースの作成 ·············································· 政 策 法 務 課 ４２  
【重点】 適正な入札の執行・電子調達制度の運用 ······························ 契 約 管 理 課 ３０ 

【部内】 統合型地理情報システムの拡充 ········································ 情 報 推 進 室 ２０ 

【部内】 情報セキュリティマネジメントシステムの運用部署の拡大 ·············· 情 報 推 進 室 １８ 
  ◆第２◆ 都市型農業の育成 

【部内】 認定農業者制度の導入 ·················································· 生 活 経 済 課 ８６ 
【重点】 新たな都市農地・農業保全策の検討・推進 ····························· 生 活 経 済 課 ６６ 

◆第３◆ 都市型産業の育成 

【部内】 「ＳＯＨＯ ＣＩＴＹみたか構想」の見直し ··································· 生 活 経 済 課 ９２ 

【部内】 女性・若者・シニア起業家への支援制度の創設 ························· 生 活 経 済 課 ８４ 
◆第４◆ 商業環境の整備 

【重点】 市内商店街活性化事業の推進 ·········································· 生 活 経 済 課 ６２ 
【重点】 観光振興事業の推進 ····················································· 生 活 経 済 課  ６４ 

◆第５◆ 消費生活の向上 
【重点】 消費者相談及び啓発・情報提供事業の拡充···························· 生 活 経 済 課 ７８  

  ◆第６◆ 再開発の推進 
   【重点】 三鷹駅南口中央通り東地区再開発事業の支援（都市再生機構との連携強化）  ·· まちづくり推進課  １３０ 

【部内】 三鷹駅南口西側中央地区市街地再開発事業への支援 ··············· まちづくり推進課 １５４  
【重点】 三鷹台駅前周辺のまちづくりの推進～三鷹台駅前周辺地区整備基本計画の検討～  ·· まちづくり推進課  １３６ 
 
  

 第３部 安全とうるおいのある快適空間のまちをつくる                           
  ◆第１◆ 安全で快適な道路の整備 
   【部内】 都市計画道路３・４・13 号線（牟礼地区）整備の促進 ··················· まちづくり推進課 １５８ 

【重点】 三鷹台駅前周辺のまちづくりの推進～市道第 135 号線（三鷹台駅前通り）整備の促進～  ···· 道 路 交 通 課 １３８ 
   【重点】 バリアフリーのまちづくりの推進 ·········································· 道 路 交 通 課 １４６ 
 【重点】 自転車道等のモデル路線整備 ··········································· 道 路 交 通 課 １２８ 

【部内】 法定外公共物の利活用 ·················································· 道 路 交 通 課 １６２ 
【重点】 東京外かく環状道路に関する調査・検討 ································ まちづくり推進課 １２６ 

  ◆第２◆ 緑と水の快適空間の創造 
   【重点】 緑と水の拠点・ルートの整備（サイン整備、大沢の里の整備） ········· 緑 と 公 園 課 １４８ 

【重点】 安全安心な橋梁の整備··················································· 道 路 交 通 課 １４４ 
【重点】 花と緑のまちづくりの推進 ················································ 緑 と 公 園 課 １２４ 

  ◆第３◆ 住環境の改善 
      １ 住環境の改善 
   【部内】 景観計画の策定の検討 ·················································· まちづくり推進課 １６０ 

【重点】 木造住宅耐震診断・改修助成事業の推進 ······························ まちづくり推進課 １４２ 
 【部内】 地区計画等によるまちづくりの推進 ····································· まちづくり推進課 １５６ 
【部内】 指定道路図及び指定道路調書の作成 ·································· 建 築 指 導 課 １５０ 
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   ２ 安全安心のまちづくり 

【重点】 安全安心まちづくり事業の拡充 ·········································· 安 全 安 心 課 ５８ 
◆第４◆ 災害に強いまちづくりの推進 

【重点】 災害用備蓄倉庫及び生活必需物資の配備 ····························· 防 災 課 ３２ 

【部内】 消防ポンプ車の更新······················································ 防 災 課 ４４ 

【重点】 消防団消防指令システムの更新 ········································ 防 災 課 ３４ 
【部内】 新型インフルエンザ対応マニュアルの検討 ····························· 健康推進課・防災課 １２０ 

【部内】 高齢者・障がい者住宅用火災警報器設置事業 ···································· 高 齢 者 支 援 室 ・地 域 福 祉 課 １１４ 

    ◆第５◆ 都市交通環境の整備 
   【重点】 みたかバスネットの推進 ·················································· 道 路 交 通 課 １３４ 

 

 第４部 人と自然が共生できる循環・環境のまちをつくる                           
   ◆第１◆ 環境保全の推進 
   １ 環境保全 
   【部内】 「環境基本計画」の推進（「地球温暖化対策実行計画」の推進） ······· 環 境 対 策 課 ８２ 
   【重点】 ＩＳＯ１４００１の運用及び簡易版の導入 ·································· 環 境 対 策 課 ７４ 

【部内】 アスベスト対策の実施 ···················································· 環 境 対 策 課 ８０ 
   ２ 公害防止 
  ◆第２◆ 資源循環型ごみ処理の推進 
   【重点】 新ごみ処理施設の整備··················································· ご み 対 策 課 ７２ 
   【重点】 家庭系ごみの減量・有料化の実施の検討 ······························ ご み 対 策 課 ６０ 
  ◆第３◆ 水循環の促進 
  １ 上水道と雨水利用 
   【重点】 深井戸の適正な維持管理 ················································ 工 務 課 １６６ 

【部内】 配水管の新設による配水管網の整備 ··································· 工 務 課 １６８ 
【重点】 経年管（配水管）取り替えによる耐震性の向上 ························· 工 務 課 １６４ 
【部内】 大口径給水管の取り替えによる耐震性の向上 ························· 工 務 課 １７０ 

  ２ 下水道と雨水浸透 
   【重点】 「下水道再生計画（下水道地震対策整備計画）」の策定と推進 ········ 下 水 道 課 １３２ 

【重点】 都市型水害対策事業等の推進 ·········································· 下 水 道 課 １４０ 
   【部内】 東部処理区の流域下水道等への編入の推進 ·························· 下 水 道 課 １５２ 

 

 第５部 希望と安心にみちた健康・福祉のまちをつくる                           

  ◆第１◆ 地域福祉の推進 

【重点】 災害時要援護者支援モデル事業 ························································· 高齢者支援室 １０６ 
【重点】 地域ケア推進事業 ························································ 高齢者支援室 ９４ 

【部内】 中国残留邦人等生活支援事業 ···························································· 地域福祉課・生活福祉課 １１８ 
  ◆第２◆ 高齢者福祉の充実 

【重点】 第四期三鷹市介護保険事業計画の策定 ············································· 高齢者支援室 ９８ 
【部内】 健康づくり・介護予防事業の推進 ········································ 健康推進課・高齢者支援室 １１２ 

  ◆第３◆ 障がい者福祉の充実 

【重点】 第２期三鷹市障がい福祉計画の策定 ·················································· 地 域 福 祉 課 １００ 

【重点】 障がい者ぴゅあネット事業 ···································································· 地 域 福 祉 課 １０４ 
  ◆第４◆ 生活支援の充実 

【部内】 精神障がい者・高齢者退院促進事業 ···································· 生 活 福 祉 課 １１６ 
【重点】 国民健康保険財政の健全化と収納率の向上 ··························· 保 険 課 ５４ 
【重点】 長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の着実な運営 ·················· 保 険 課 ４６ 

  ◆第５◆ 健康づくりの推進 

       【重点】 特定健康診査・特定保健指導の実施 ·····································  保 険 課 ４８ 
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 第６部 いきいきと子どもが輝く教育・子育て支援のまちをつくる                         

◆第１◆ 子どもの人権の尊重 
【重点】 「三鷹子ども憲章」の制定及び普及・啓発 ··································· 企 画 経 営 室  １０ 

◆第２◆ 子育て支援の充実 

【重点】 「子ども・子育てビジョン（仮称）」（素案）の策定 ························· 子 育て支 援室 ９６ 

【重点】 市立中央保育園及び母子生活支援施設三鷹寮建替整備事業 ······· 子 育て支 援室 １０２ 
   【重点】 七小学童保育所の整備事業 ············································· 生 涯 学 習 課 １９０ 

【重点】 子ども虐待防止マニュアルの作成 ······································· 子 育て支 援室 １０８ 

  ◆第３◆ 魅力ある教育の推進 
   【重点】 教育ネットワークの利活用の推進 ······································· 総 務 課 １８２ 

【重点】 教育支援プランの推進と教育支援学級の整備等······················· 学 務 課 １８０ 

【部内】 みたか教師力錬成講座等の充実 ········································ 指 導 室 ２０６ 

  【重点】 コミュニティ・スクールを基盤とした小・中一貫教育の全市展開と充実 ···· 指 導 室 １７２ 
   【部内】 幼稚園・保育園・小学校の連携教育の推進 ····························· 学 務 課 １９６ 

  ◆第４◆ 安全で開かれた学校環境の整備 
   【重点】 東台小学校の建て替え ··················································· 総 務 課 １７４ 

【部内】 市立東台保育園仮設園舎整備・運営事業 ··········································· 子 育て支 援室 １１０ 
【重点】 学校の耐震補強工事の実施 ············································· 総 務 課 １７６ 

【部内】 小学校における安全でおいしい水プロジェクト ·························· 総 務 課 ２００ 
【重点】 学校の校庭芝生化の実施 ················································ 総 務 課 １８８ 

    

 第７部 創造性と豊かさをひろげる生涯学習・文化のまちをつくる                        

  ◆第１◆ 生涯学習の推進 
   １ 生涯学習活動 
   【部内】 三鷹ネットワーク大学事業の充実に向けた協働の推進 ················ 企 画 経 営 室 １６ 

  ２ 図書館活動 

【重点】 南部図書館（仮称）の整備に向けた検討 ································ 図 書 館 １７８ 

【部内】 デイジーシステムの導入 ················································· 図 書 館 ２０８ 

 【重点】 図書館の新資料情報管理システムの導入 ······························ 図 書 館 １８６ 

  ◆第２◆ 市民スポーツ活動の推進 
   【部内】 東京国体の推進 ·························································· スポーツ振興課 １９８ 

【部内】 総合スポーツセンター（仮称）の建設の検討 ···························· 総合スポーツセンター建設準備室 2０４ 

【重点】 大沢総合グラウンド整備事業 ············································ スポーツ振興課 １８４ 

 
  ◆第３◆ 芸術・文化のまちづくりの推進  

【重点】 絵本館プロジェクトの推進 ················································ コミュニティ文化室  ６８ 

【重点】 太宰治顕彰事業の推進 ·················································· コミュニティ文化室  ７０ 

 【部内】 天文台構内古墳調査事業 ··············································· 生 涯 学 習 課 １９４ 

【部内】 水車経営農家の整備と記念事業 ········································ 生 涯 学 習 課 ２０２ 

 
 第８部 ふれあいと協働で進める市民自治のまちをつくる                          

  ◆第１◆ コミュニティの展開と協働のまちづくりの推進 
   【部内】 大沢コミュニティ・センターの耐震補強 ··································· コミュニティ文化室  ８８ 

【部内】 地域自治組織の活性化支援 ············································ コミュニティ文化室  ９０ 
   【重点】 市民協働センターの運営の充実 ········································· コミュニティ文化室  ７６ 
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  ◆第２◆ 「21 世紀型自治体」の実現と都市自治の確立 
   【重点】 第３次基本計画（第２次改定）と行財政改革アクションプラン 2010 の推進  ···· 企 画 経 営 室 ６ 

【部内】 市制施行 60 周年記念事業に向けた準備 ······························· 企 画 経 営 室 ２２ 
【部内】 人事任用制度の検証・改善 ·············································· 職 員 課 ３８ 
【部内】 時間外勤務の縮減 ························································ 職 員 課 ４０ 
【重点】 戦略的視点に立った職員定数の見直し・適正配置の実施 ············· 職 員 課 ３６ 
【重点】 市税収入の把握と確保 ··················································· 市民税課・資産税課・納税課  ５０ 
【重点】 指定管理者の更新・見直し ··············································· 政 策 法 務 課 ２６ 
【重点】 学校給食の充実と効率的運営 ··········································· 学 務 課 １９２ 
【重点】 市税等の納付機会の拡大 ················································ 市民税課・資産税課・ ５２ 

                                                       納税課・保険課  
【部内】 窓口サービスの向上 ······················································ 市 民 課 ５６ 
【重点】 都市再生に向けたビジョンの策定・推進 ································· 企 画 経 営 室 ２ 

【重点】 公共施設の保全・活用に向けた取り組み ······························· 公 共 施 設 課 １２２ 
【重点】 市庁舎事務室のレイアウト等の変更 ···································· 契 約 管 理 課 ２８ 
【重点】 各種審議会等委員の公募制等の拡大 ·································· 職 員 課 ２４ 
【重点】 ホームページのリニューアル ············································· 秘 書 広 報 課 ８ 

   【重点】 出版社との協働による「三鷹の魅力」の全国発信 ······················ 秘 書 広 報 課 １２ 

 
 
 
 


